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第３２回 

 

 

 

 

八雲町農業委員会総会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       日 時  令和２年６月 29 日（月） 午後２時 00 分 

 

       場   所  八雲町役場 議員控室 

 

       議事記録者  八雲町農業委員会 事務局参事 荻本 正     
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第 32 回八雲町農業委員会総会 

招集年月日 令和２年６月 29 日（月） 

招集の場所  八雲町役場 議員控室 

開閉会時間 開 会 令和２年６月 29 日 午後２時 00 分 

閉 会 令和２年６月 29 日 午後４時 00 分 

出席状況 席順 職名 氏名 出欠 議事録署名委員 

 会  長 小林 石男 ○ 近藤 久雄 

稲垣 孝治 14 職務代理 日野  昭 ○  

１ 委  員 小林 隆雄 ○  事務局出席者 

２ 〃 吉田 英明 ○  局長 加 藤 貴 久 

次長 荻 本   正 

係長 上 杉 孝 喜 

主査 斎 藤 洋 平 

主事 向 田 丈 顕 

主事 川 島 恭 介 

３ 〃 下里  晃 欠  

４ 〃 田中  勉 ○  

５ 〃 田原 和子 ○  

６ 〃 舟田 進一 欠  

７ 〃 前小屋忠信 欠  

８ 〃 安藤  勉 ○ 

 

９ 〃 稲垣 孝治 ○  

10 〃 古田 美子 ○  

11 〃 近藤 久雄 ○  

12 〃 水野 久晃 ○  

日  程 日程 第１  議事録署名委員の指名 

日程 第２  八雲町農業委員会行事報告 

日程 第３  報告 第１号 農地法第３条の３第１項の規定によ 

る届出について 

日程 第４  報告 第２号 農地法第 18条第６項の規定による通 

知書について 

日程 第５  報告 第３号 農地流動化あっせんの結果報告につ 

いて 

日程 第６  議案 第１号 土地の現況証明願いについて 

日程 第７  議案 第２号 農用地利用集積計画の決定について 

日程 第８  議案 第３号 農地法第３条の規定による許可申請 

について 

日程 第９  協議事項１  農地流動化あっせんの申し出について 

日程 第 10 報告 

（１）農業者年金について 

（２）その他 
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荻本参事 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 向田主事 

 

 

 

小林会長 

 

  

 

  

小林会長 

 

 

委員の皆様におかれましては、何かとお忙しい中、本総会にご

出席いただきまして誠にありがとうございます。 

本日の会議の開催につきましては、八雲町自治基本条例の規定

によりまして町ホームページで周知してございます。 

また、会議については八雲町農業委員会会議規則の規定により

全部公開としておりますので、よろしくお願いいたします。本日

の傍聴人の方は、現在のところおりません。 

委員総数 14 名のうち出席者 11 名であり、「農業委員会等に関

する法律第 21 条第３項」の規定に基づき、この会議は成立して

いることを、ご報告申し上げます。 

なお、下里委員、舟田委員、前小屋委員より、所用のため本日

欠席する旨の連絡を受けております。 

それでは、これより、会議規則により会長が議事進行いたしま

す。会長よろしくお願いします。 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名  

   

それでは、日程第１、議事録署名委員の指名について、本日の

議事録署名委員に、近藤委員、稲垣委員を指名します。 

 

 

日程第２ 八雲町農業委員会行事報告 

 

日程第２、八雲町農業委員会行事報告について、事務局より報

告願います。 

 

議案書の２ページをご覧ください。 

５・６月分の八雲町農業委員会の行事を報告いたします。 

（議案書を朗読し報告） 

 

ただいま事務局より報告がありましたが、質疑はございますで

しょうか。 

 

（質疑無しの声あり） 

 

質疑は無いようですので、行事報告を承認いたします。 
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 小林会長 

 

 

 川島主事 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

 

  

 

小林会長 

 

 

川島主事 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

 

日程第３ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出 

 

日程第３、報告第１号農地法第３条の３第１項の規定による届出

について、事務局より報告願います。 

 

議案書の３ページをご覧ください。 

日程第３、報告第１号農地法第３条の３第１項の規定による届け出

について、今月は２件です。 

（議案書を朗読し報告） 

 

只今の報告について、質疑ありませんか。 

 

（質疑無しの声あり） 

 

質疑は無いようですので、本件を承認いたします。 

 

 

日程第４ 報告第２号 農地法第 18 条第６項の規定による通知 

 

日程第４、報告第２号農地法第 18 条第６項の規定による農地賃貸

借の解約について、事務局よりお願いします。 

 

議案書の５ページをご覧ください。 

日程第４、報告第２号農地法第 18 条第６項の規定による農地賃貸

借の解約について、今月は３件です。 

（議案を読み上げ報告） 

 

只今の報告について、質疑ありませんか。 

 

（質疑無しの声あり） 

 

質疑は無いようですので、本件を承認いたします。 

 

 

日程第５ 報告第３号 農地流動化あっせんの結果報告 

 

日程第５、報告第３号、農地流動化あっせんの結果報告について、

事務局より報告願います。 
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川島主事 

 

 

 

 

 小林会長 

 

 

吉田委員 

 

 

 

 

 小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

川島主事 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

吉田委員 

 

 

 

 

議案書の９ページをご覧ください。 

日程第５、報告第３号農地流動化あっせんの結果報告について、今

月は１件です。 

（議案書を朗読し報告） 

 

価格協議会委員長である吉田委員より補足がありましたらお願

い致します。 

 

本件については只今事務局から説明のあった通りでございま

す。 

この農地については袋地に該当するということになっています

が、双方の合意の下成立しております。 

 

只今の報告について、質疑ありませんか。 

 

（質疑無しの声あり） 

 

質疑は無いようですので、本件を承認いたします。 

 

 

日程第６ 議案第１号 土地の現況証明願い 

 

日程第６、議案第１号、土地の現況証明願いについて、事務局

より提案願います。 

 

議案書の 10 ページをご覧ください。 

日程第６、議案第１号、土地の現況証明願いについて、今月は１件

です。 

（議案書を朗読し報告） 

 

ただいまの件について、地元の吉田委員より補足等あればお願

いします。 

 

 事務局の説明に尽きるものではあるんですけども、実際に耕作

している方の証言もありまして、３～４年前までは使っていた、

ということですので、農地への回復が困難とは認められないと判

断しました。 
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小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

川島主事 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

吉田委員 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

日野委員 

 

 

 

只今の報告について、質疑ありませんか。 

 

（質疑無しの声あり） 

 

質疑は無いようですので、本件は決定といたします。 

 

 

日程第７ 議案第２号 農用地利用集積計画の決定 

 

日程第７、議案第２号、農地利用集積計画の決定について、事務局

より提案願います。 

 

議案書の 11 ページをご覧ください。 

日程第７、議案第２号農業経営基盤強化促進法第 18 条の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について議決を求めます。今月は所有権

の移転が１件、賃借権の設定が 14 件です。 

（議案書を朗読し報告） 

 

１番から８番について、地元の吉田委員より補足等あればお願い

します。 

 

１番についてはあっせんの結果による売買です。２番から４番

は新設の農業法人の新規借り受け、４番、５番は再設定、６番か

ら８番は２番同様新規設立法人の新規借り受けの契約です。よろ

しくお願いします。 

 

これらの件につきまして、質疑はございますでしょうか。 

 

（質疑無しの声あり） 

 

質疑は無いようですので、本件を決定といたします。 

続いて、９番について、地元の日野委員より補足等あればお願い

いたします。 

 

これは土地所有者が土地をあっせんに出すために一度賃貸借契

約を解約し、そのうちの数筆だけがあっせんで所有権移転された

後、残ったその他の土地を再度契約したものになります。よろしく
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小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

田原委員 

 

小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 川島主事 

 

 

 

お願いします。 

 

この件につきまして、質疑はございますでしょうか。 

 

（質疑無しの声あり） 

 

質疑は無いようですので、本件を決定といたします。 

続いて、10 から 12 番について、地元の私から補足申し上げま

す。 

こちらの３件は一人の土地所有者が、それぞれの借主に貸し付

けて水田にしている者でありまして、順調に交錯しており問題な

いと思っております。 

この件につきまして、質疑はございますでしょうか。 

 

（質疑無しの声あり） 

 

質疑は無いようですので、本件を決定といたします。 

続いて、13 番から 15 番について、地元の田原委員より補足等あ

ればお願いいたします。 

 

特に問題ないと思っております。 

 

この件につきまして、質疑はございますでしょうか。 

 

（質疑無しの声あり） 

 

質疑は無いようですので、本件を決定といたします。 

  

 

日程第８ 議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請 

 

日程第８、議案第３号農地法第３条の規定による許可申請につい           

て事務局より提案願います。 

 

議案の 18 ページをご覧ください。 

日程第８、議案第３号農地法第３条の規定による許可申請につい           

て、審議を求めます。今月は売買が２件です。 

（議案を朗読し提案） 
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小林会長 

 

 

吉田委員 

 

小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

川島主事 

 

 

 

小林会長 

 

 

川島主事 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

ただいま事務局より説明がありましたが、１番及び２番につい

て吉田委員より補足などがあればお願いします。 

 

只今の説明のとおりですので、よろしくご審議願います。 

 

この件につきまして、質疑はございますでしょうか。 

 

（質疑無しの声あり） 

 

質疑は無いようですので、本件を決定といたします。 

 

 

日程第９ 協議事項１ 農地流動化あっせんの申し出 

 

日程第９、協議事項１、農地流動化あっせんの申し出について、事

務局より提案願います。 

 

日程第９、協議事項１、農地流動化あっせんの申し出につい

て、議案書の 14 ページをご覧ください。今月は３件です。 

（議案を朗読し説明） 

 

１件目について、あっせん委員の指名について案があれば、事務

局より提案願います。 

 

事務局案としては、吉田委員、日野委員、古田委員、予備で安藤委

員を考えております。 

 

事務局から提案のあったとおりでよろしいか、質疑があればお

願いいたします。 

 

（質疑無しの声） 

 

質疑がないようですので、決定としてよろしいでしょうか。 

 

（異議無しの声あり） 

 

 それでは、事務局から提案のあった通りと決定します。指名の
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川島主事 

 

 小林会長 

 

 

川島主事 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

川島主事 

 

小林会長 

 

 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

あった委員につきましてはよろしくお願いいたします。 

 日程等については後日事務局より連絡とします。 

 続いて２番について事務局より説明願います。 

 

（議案を朗読し説明） 

 

２件目について、あっせん委員の指名について案があれば、事務

局より提案願います。 

 

事務局案としては、日野委員、古田委員、安藤委員、予備で水野委

員を考えております。 

 

事務局から提案のあったとおりでよろしいか、質疑があればお

願いいたします。 

 

（質疑無しの声） 

 

質疑がないようですので、決定としてよろしいでしょうか。 

 

（異議無しの声あり） 

 

 それでは、事務局から提案のあった通りと決定します。指名の

あった委員につきましてはよろしくお願いいたします。 

 日程等については後日事務局より連絡とします。 

 続いて３番について事務局より説明願います。 

 

（議案を朗読し説明） 

 

３件目について、あっせん委員の指名について案があれば、事務

局より提案願います。 

 

事務局案としては、日野委員、古田委員、安藤委員、予備で水野委

員を考えております。 

 

事務局から提案のあったとおりでよろしいか、質疑があればお

願いいたします。 

 

（質疑無しの声） 
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小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

 

 

 

小林会長 

 

向田主事 

 

 

 

小林会長 

 

 

 

小林会長 

 

質疑がないようですので、決定としてよろしいでしょうか。 

 

（異議無しの声あり） 

 

 それでは、事務局から提案のあった通りと決定します。指名の

あった委員につきましてはよろしくお願いいたします。 

 日程等については後日事務局より連絡とします。 

 

  

日程第 10 報告 

 

日程第 10 の報告について、事務局より報告願います。 

 

 議案書の 23 ページをご覧ください。５・６月分の農業者年金につ

いて報告いたします。 

（議案書を朗読し報告） 

 

この件ご意見等ありますか。 

 

（特になしの声あり） 

 

それでは、本日の議事は以上となります。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のとおり議事録を作成する。 

 

   令和２年６月29日 

 

    議 長 八雲町農業委員会 会長 

    議事録署名委員  近藤 久雄 

    議事録署名委員  稲垣 孝治 

 

 


